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日頃より、当町の福祉行政につきましてご理解とご協力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

 さて、標記の制度におきましては、原則７５歳以上の方が加入する医療制度

ですが、６５歳以上で一定の障がいをお持ちの方も加入することができます。 

一定の障がいとは、次のとおりです。 

 

・障害基礎年金      １級または２級 

・身体障害者手帳     １級から３級および４級の一部 

・精神障害者保健福祉手帳 １級または２級 

・療育手帳        Ａ 

 

 上記にあてはまる方で、加入を希望される場合は、生活課保険年金班窓口へ

事前にご連絡の上、以下のものをお持ちになって、加入手続きをされますよう

お願いします。 

 

・印鑑 

・障害基礎年金証書 または 上記の手帳いずれか１つ 

・現在加入している健康保険の保険証 

 

 

 

 

 

 

 

 あなた様は、加入される健康保険を選択できますので、ご検討されますよう

お知らせいたします。 

 

◎重度医療に関する問合せ先 

福祉健康班  電話：０２４２－８４－１５２２ 

 

◎後期高齢者医療制度に関する問合せ先 

保険年金班  電話：０２４２－８４－１５１３ 

重度心身障がい者医療費助成制度は、後期高齢者医療保険の認定を受けら

れる資格がありながら、65 歳を超えてもその認定を受けていない方につい

て、総医療費の１割を超えるものについては助成対象外となります。また、

後期高齢者医療保険加入後は、医療費の振込が診療月の４ヶ月後となります。 


